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第１章 空家等対策計画の⽬的と位置づけ 
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第１節 背景と⽬的 

１ 計画の背景・⽬的 

全国的に空家等が増加傾向にある中で、適切な管理がなされない空家等が地域の住環

境に悪影響を与えており、大きな社会問題となっています。 

こうした状況に対応するため、平成２７年（２０１５年）５月に「空家等対策の推進に

関する特別措置法（平成２６年（２０１４年）法律第１２７号。以下「空家法」という。）」

が全面施行されました。 

空家法においては、空家等の所有者等が適切な管理について第一義的な責任を有する

ことを前提としつつ、住民に最も身近な行政主体であり、空家等の状況を把握することが

可能な立場にある市町村を空家等に関する対策の実施主体として位置付けています。 

これらの背景を踏まえ、市内の空家等に関する適正管理や、利活用に関する課題を解決

するための施策を推進することにより、地域の住環境の維持・向上を図ることを目的とし

て、平成３０年（２０１８年）５月に「戸田市空家等対策計画」（以下「第１次計画」と

いう。）を策定し、空家等の発生予防をはじめ、利活用や適正管理などに関する各種施策

等を平成３０年度（２０１８年度）から令和４年度（２０２２年度）にかけて展開してき

ました。第１次計画は、令和５年（２０２３年）３月をもって計画期間が満了を迎えるた

め、これまでの取組や成果を踏まえ、空家等の発生予防から解消までの総合的な空家等対

策を継続して長期的かつ計画的に取り組むため、「第２次戸田市空家等対策計画」（以下

「本計画」という。）を策定することといたしました。 

２ 本計画の位置づけ 

本計画は、空家法第６条の規定に基づき、国が定めた「空家等に関する施策を総合的か

つ計画的に実施するための基本的な指針」（以下「基本指針」という。）に即して定めるも

のです。 

なお、本計画は、戸田市のまちづくりの指針であり、上位計画となる「第５次総合振興

計画」に適合し、関連計画である「埼玉県住生活基本計画」、「戸田市都市マスタープラン」

との連携・整合を図るものとします。 
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図表１︓本計画の位置づけ 

 

第２節 ⽤語の定義 

１  「空家等」 

空家法第２条第１項にて規定している「空家等」を指します。 

 

空家法第２条第１項 

空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされてい

ないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）を

いう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

 

２  「特定空家等」 

空家法第２条第２項にて規定している「特定空家等」を指します。 

 

  空家法第２条第２項 

特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことに

より著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置す

ることが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 
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第２章 空き家の現状と課題 
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第１節 ⼈⼝及び世帯の推移 

（１）⼈⼝の推移 
本市の総人口は、昭和６０年（１９８５年）にＪＲ埼京線が開通したことを契機に増

加を続け、令和元年（２０１９年）には１４０，３２８人となり、人口増加が３５年連

続で続いています。総人口は今後も増加を続け、令和１２年（２０３０年）には１５０，

０００人に達すると見込まれます。 

 

図表 2︓総⼈⼝の推移と将来推計 

 出典︓⼾⽥市第 5 次総合振興計画 
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図表 3︓年齢 3 区分別⼈⼝の推移と将来推計 

出典︓⼾⽥市第 5 次総合振興計画 

 

（２）世帯数の推移 
本市の総世帯数は、一貫して増加を続け、令和２年（２０２０年）には６４，３１９

世帯となっています。世帯数が増加する一方、１世帯当たりの人員は一貫して減少を続

けており、令和２年（２０２０年）には２．２人/世帯と、世帯の少人数化が進んでい

ます。 

図表 4︓世帯数及び１世帯当たり⼈員の推移 

出典︓国勢調査（各年 10 ⽉ 1 ⽇時点） 
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第２節 国の調査（住宅・⼟地統計調査） 

＜はじめに＞ 

本節での「空き家」は、「二次的住宅（別荘等）」、「賃貸用の住宅」、「売却用の住宅」及

び「その他の住宅（「二次的住宅」、「賃貸用の住宅」又は「売却用の住宅」以外の人が住

んでいない住宅（転勤・入院等のために居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替え

などのために取り壊すことになっている住宅を含む））」を総称しています。 

 

（１）全国及び埼⽟県の状況 
総務省統計局が公表した、平成３０年（２０１８年）「住宅・土地統計調査」によると、

全国の住宅総数は約６,０６３万戸で、そのうち、空き家数については約８２０万戸で、空

き家数は過去最高となっています。 

埼玉県における住宅総数は約３３８万戸で、そのうち、空き家数については約３４．６

万戸であり、平成２５年（２０１３年）調査時点と比べ、空き家数は約９千戸、空き家率

０．７ポイント減少しています。 

 

図表 5︓空き家率（全国・埼⽟県）及び埼⽟県の空き家数

 

出典︓平成 30 年（2018 年）住宅・⼟地統計調査 
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（２）⼾⽥市の空き家数及び空き家率 
総務省統計局が公表した、平成３０年（２０１８年）「住宅・土地統計調査」による

と、本市の住宅総数は６４,６９０戸で、そのうち、空き家数については５,４１０戸で

す。 

空き家率の推移をみると、平成２０年（２００８年）に増加したものの、平成２５年 

（２０１３年）以降は減少に転じています。前回調査した平成２５年（２０１３年）と

平成３０年（２０１８年）を比較すると、空き家数は１，４１０戸、空き家率は２．５

ポイントそれぞれ減少していることがわかります。 

 

図表 6︓⼾⽥市の空き家率及び空き家数

 

出典︓平成 30 年（2018 年）住宅・⼟地統計調査 
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（３）周辺⾃治体別の空き家率 
平成３０年（２０１８年）「住宅・土地統計調査」による埼玉県の県央及び県南地域

の自治体（市）の空き家率は１２.２％から８.３％の範囲に属しています。また、本市

の空き家率は８.４％であり、県内で２番目に少ない数値となっています。なお、本市

における、「二次的住宅（別荘等）」、「賃貸用の住宅」及び「売却用の住宅」を除いた純

粋な空き家ともいえる「その他の住宅」の割合は０.９％であり、県内で最も少ない数

値となっています。 

図表 7︓周辺⾃治体別の空き家数及び空き家率（県央・南地域） 

自治体名 住宅総数（戸） 空き家数（戸） 空き家率 「その他」 

空き家数(戸） 

「その他」 

空き家率 

戸田市 ６４,６９０ ５,４１０ ８.４％ ５７０ ０.９％ 

和光市 ４０,１８０ ３,５７０ ８.９％ １,０１０ ２.５％ 

朝霞市 ６７,５４０ ６,２５０ ９.３％ １,８２０ ２.７％ 

志木市 ３５,５１０ ３,２８０ ９.２％ ９９０ ２.８％ 

上尾市 １０１,１４０ ９,３７０ ９.３％ ２,９６０ ２.９％ 

富士見市 ５３,８５０ ５,３００ ９.８％ １,６００ ３.０％ 

さいたま市 ６０８,７００ ５７,５００ ９.４％ １８,１００ ３.０％ 

川口市 ２８５,７１０ ２９,１５０ １０.２％ ９,０２０ ３.２％ 

桶川市 ３２,２２０ ２,８３０ ８.８％ １,０２０ ３.２％ 

ふじみ野市 ５３,７７０ ６,５７０ １２.２％ １,９１０ ３.６％ 

新座市 ７４,０００ ６,１６０ ８.３％ ２,７３０ ３.７％ 

北本市 ３０,６２０ ３,３９０ １１.１％ １,３１０ ４.３％ 

蕨市 ３９,７００ ４,６７０ １１.８％ ２,０３０ ５.１％ 

鴻巣市 ５１,３２０ ５,９７０ １１.６％ ２,６６０ ５.２％ 

平均 １０９,９２５ １０,６７３ ９.９％ ４７,７３０ ３.３％ 

出典︓平成 30 年（2018 年）住宅・⼟地統計調査 
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第３節 ⼾⽥市空家等実態調査 

１  調査概要 

本市では、平成２８年（２０１６年）８月から平成２９年（２０１７年）３月にかけ

て市内の空家等と推定される建物について実態調査を実施し、市内全域の空家等と推

定される建物の状況を把握しています。 

初めに、「市内の水道情報に基づく水道が閉栓されている建物」、「市役所に相談があ

り、把握していた建物」を対象に現地調査を行い、空家等と推定される建物を特定しま

した。 

次に、特定した空家等と推定される建物について、建物登記情報等を基に、土地建物

に関する所有者情報を特定しました。 

最後に、建物登記情報に記載されている建物所有者の方に対して所有者アンケート

調査を行い、建物に関する維持管理の状況や今後の利用の予定に関する情報を把握し

ました。この調査結果は、本計画策定の基礎資料とするほか、今後の空家等対策推進の

ためのデータベースとして活用しています。 

なお、本節は、基本指針一の５の「③空家等の調査に関する事項」に該当します。 

２  調査内容 

① 図上調査結果について 

② 現地調査結果について 

③ 所有者アンケート調査結果について 

④ 空家等の利活用可能性について 

３ 調査結果（概要） 

（１）図上調査結果について 
空家等と推定される建物は、本市全体で２６３件ありました。 

なお、市内の水道閉栓情報に基づいて調査を行ったものの、現地調査時には既に更地化、

建物が建設中になっていることが多く、空家等が民間の住宅市場で流通していることも

わかりました。 
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【空家等の種類・構造等】 

空家等と推定される建物の種類については、全体の８６.７％が住居系建物で、そのう

ち７０.０％が「一戸建住宅」でした。 

また、空家等と推定される建物の構造・階層については、全体の８８.６％が「木造・

１～２階建」でした。このことから、市内の空家等と推定される建物の多くが低層・木造

の一戸建住宅であることがわかります。 

 

図表 8︓建物の種類（内訳） 

 

図表 9︓建物の構造・階数（内訳）  
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【空家等の外観不良等の状況】 

空家等と推定される建物の外観不良等の状況については、「特に目立った外観不良なし」

が４６.７％と最も多かった一方で、「明らかに現在のままでは建物利活用は不可能」な建

物が１８.０％ありました。 

空家等と推定される建物の外壁の状況については、２４.７％の建物が「汚れ・破損が

多く、全面的修繕が見込まれる」状況でした。また、建物以外の敷地内の状況について、

雑草・庭木の繁茂の状況では、３９.７％で手入れが不十分で、その内１０.９％では雑草・

庭木が「接道や隣地にはみだして繁茂」している状況でした。さらに、ゴミ投棄の有無で

は、１０.９％で「ごみ収集袋で大量」または「粗大ゴミあり」でした。 

このように、空家等と推定される建物には、単に建物の物理的状況において管理が十分

になされていないケース以外にも、雑草等の繁茂やゴミの放置等、防災・防犯面での不安

や周辺環境に悪い影響を与え得るケースがあることがわかりました。 

特に目立った外観

不良なし

46.7%

屋根の一部に破損

がみられる

21.3%

バルコニーや窓

台、物干しに破損

がみられる

13.2%

明らかに現在のま

までの建物利活用

は不可能

18.0%

その他

0.7%

特に目立った外観不良なし

屋根の一部に破損がみられる

バルコニーや窓台、物干しに破損がみられる

明らかに現在のままでの建物利活用は不可能

その他

塀や柵が道路・隣地側に傾いている

明らかに建物か土台が傾いている

汚れ・破損が多く、全面的

修繕が見込まれる

24.7%

汚れ・破損があるが、一部修

繕で対応可能

69.5%

5.8%

その他

汚れ・破損が多く、全面的修繕が見込まれる

汚れ・破損があるが、一部修繕で対応可能

ほとんど汚れ・破損がなく、修繕がいらない

その他

図表 11︓空家等の外壁の状況 

図表 10︓空家等の外観不良等の状況 
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図表 12︓敷地内の雑草・庭⽊の繁茂の状況 

 

 

図表 13︓敷地内のゴミの量 

  

手入れあり

60.3%
敷地内に繁茂

24.5%

接道や隣地に、

はみだして繁茂

10.9%

その他

4.3%

手入れあり

敷地内に繁茂

接道や隣地に、はみだして繁茂

その他

ごみ収集袋で数袋

3.5% ごみ収集袋で大量

2.3%

粗大ゴミあり

8.6%

ほぼなし

85.6%

ごみ収集袋で数袋

ごみ収集袋で大量

粗大ゴミあり

ほぼなし



  -14- 
 

（２）所有者アンケート調査結果について 
平成２８年（２０１６年）１２月に、現地調査で判明した空家等と推定される２５９

件（※）の建物所有者に対し、アンケート調査を実施しました。 

宛先不明で１４件返送されたため、有効発送数を２４５件とし、１１５件の有効回答

数（有効回答率４６．９％）が得られました。 

なお、以下のアンケート調査では、所有者アンケートの有効回答数１１５件のうち、

「当該建物を（普段居住用として）利用している」と回答のあった５６件を除いた５９

件について集計を行っております。 

（※）空家等と推定される建物２６３件のうち、建物所有者の重複する建物４件あり 
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【所有者の世帯・年齢】 

建物の所有者の世帯については、「親と２世代の世帯」が３７.３％で最も多い中、次い

で「単独世帯（ひとり暮らし）」が１８.６％で多いことがわかりました。 

また、建物の所有者の年齢は、「７５歳以上」が最も多く、全体の６８.４％が６５歳以

上であることがわかりました。同居人がいない、または高齢の所有者の場合には、建物に

ついて今後の管理水準の低下が懸念されます。 

 

図表 14︓所有者の世帯 

 

図表 15︓所有者の年齢  

単独世帯（ひとり暮らし） 11 (18.6%)

夫婦２人のみの世帯 7 (11.9%)

親と子の２世代の世帯 22 (37.3%)

親、子、孫などの３世代の世帯 7 (11.9%)

その他 10 (16.9%)

わからない 0 (0.0%)

無回答 2 (3.4%)

項　目 件数

回答数 59

単独世帯（ひ

とり暮らし）

18.6%

夫婦２人のみ

の世帯

11.9%

親と子の２世

代の世帯

37.3%

親、子、孫などの

３世代の世帯

11.9%

その他

16.9%

無回答

3.4%

３０歳未満 0 (0.0%)

３０～３９歳 1 (1.7%)

４０～４９歳 1 (1.7%)

５０～５９歳 6 (10.0%)

６０～６４歳 7 (11.7%)

６５～７４歳 19 (31.7%)

７５歳以上 22 (36.7%)

死亡している 3 (5.0%)

わからない 0 (0.0%)

無回答 1 (1.7%)

項　目 件数

回答数 60

３０～３９歳

1.7%
４０～４９歳

1.7%

５０～５９歳

10.0%

６０～６４歳

11.7%

６５～７４歳

31.7%

７５歳以上

36.7%

死亡している

5.0%

無回答

1.7%
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【建物の利⽤形態、建物を利⽤しなくなった理由】 

建物の利用形態については、「相続などにより所有したが利用していない」が２５.４％

で最も多く、次いで「物置・倉庫などに利用している」、「賃貸用の住宅として所有してお

り、借り手募集中」が２２.０％でした。 

建物を利用しなくなった理由は、「賃貸したい（予定）が、借り手を見つけられなかっ

たため」が１５.５％と最も多く、次いで「相続により取得したが、居住する住宅が既に

あったため」が１２.７％でした。 

空家等の発生原因として、相続が契機となっているケースが多いことがわかりました。

高齢の所有者が多いことを考慮すると、今後も相続発生により、空家等が増えることが懸

念されるため、空家等発生の予防に向けた取組が必要です。 

また、物置として利用中、または借り手を募集中など、低利用の状態に留まっている建

物については、適正に不動産流通に乗せられるような誘導が必要です。 

 

図表 16︓建物の利⽤形態 
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図表 17︓建物を利⽤しなくなった理由 

  

 

※複数回答あり 
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【建物⼜は敷地の維持管理】 

建物又は敷地の維持管理については、「所有者自ら又は家族や親族で管理している」が

５４.２％と最も多い中、「維持管理を行っていない」が２番目に多く１３.６％でした。 

維持管理を行っていない所有者の「行わない理由」については、「遠方に住んでおり、

維持管理ができない」が４４.４％と最も多いことがわかりました。 

所有者自ら維持管理を実施していただくため、空家法の理解や空家等を放置すること

によるリスクを周知していくことが必要です。 

 

図表 18︓建物⼜は敷地の維持管理 

 

図表 19︓建物⼜は敷地の維持管理を⾏わない理由 
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【建物の賃貸・売却について⽀障となっていること】 

今後の建物活用を考える上で、建物の売却・賃貸について支障となっていることは、「建

物の傷みや設備の古さのため、住むには不便である」が３１.７％と最も多く、次いで「安

心して相談できる人がいない」が２２.０％で多いことがわかりました。 

空家等を賃貸・売却に供していくためには、施工業者へ修繕を依頼する、仲介業者へ仲

介を斡旋するなどの方法がありますが、所有者にそれらの情報・知識が不足しているケー

スもあり、このような所有者へ向けて、情報を提供していく取組みを検討する必要があり

ます。 

 

図表 20︓賃貸・売却について⽀障となっていること 

  

項　目

建物と土地の所有者が違う 3 (7.3%)

相続手続きができていない 5 (12.2%)

権利者が複数のため、今後の利活用について話がまとま
らない

1 (2.4%)

建物の建替え・増改築・修繕・取り壊しの方法がわからな
い

4 (9.8%)

建物の傷みや設備の古さのため、住むには不便である 13 (31.7%)

安心して相談できる人がいない 9 (22.0%)

何を相談したらよいかわからない 4 (9.8%)

その他 2 (4.9%)

回答数

件数

41
※複数回答あり

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
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（３）空家等の利活⽤可能性について 
現地調査において、空家等と推定される建物の環境的要因項目１０項目（外観不良、

外壁、窓ガラス、看板・給湯設備、門扉、塀、雑草・庭木の繁茂、ゴミの量、害虫、悪

臭）及び所有者アンケート調査における建物内部の破損状況について点数化した結果

により、空家等と推定される建物の利活用可能性を、下記のとおり分類しました。評価

総点が低いほど、建物の利活用の可能性は高いものとなっています。 

建物の中には、そのままの状態あるいは、軽微な修繕の実施により利活用が可能とな

る物件もある一方、現状では利活用に適さない状態のものもあります。このような建物

のうち危険が切迫している等、周辺の生活環境を保全するために必要が認められる場

合には、空家法に基づく措置を検討していく必要があります。 

 

図表 21︓空家等の利活⽤可能性 
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第４節 空家等の継続調査と現状 

１  継続調査 

本市では、第２章第３節に記載した「戸田市空家等実態調査」の後においても、市民か

らの情報提供や職員による巡回を行うことにより、継続的に空家等を把握するよう努め

ています。 

また、令和４年度（２０２２年度）には、空家等を把握するための実態調査として、住

宅地図を基にした空家等と予測される家屋のデータを活用し、水道の閉栓情報を利用し

て対象を選定したうえで、職員による対象家屋に係る現地調査を実施しました。その結果、

空家等について、新たに３件把握することができました。そこで、その数値を令和４年度

の本市が把握する空家等の数に加えましたが、それでも本市が把握している空家等の数

値は、前年度以前と比べ減少しています。このことから、平成２８年度（２０１６年度）

の実態調査以降、本市の空家等の数は、減少していることを裏付ける結果となりました。 

なお、本節は、基本指針一の５の「③空家等の調査に関する事項」に該当します。 

２  現状 

本市では、第２章第３節に記載した「戸田市空家等実態調査」において、２６３件の空

家等を把握しました。その後、継続調査により新たに把握した空家等もありますが、市場

原理に基づく流通により、解体や再利用が進んでいます。本市が令和４年度（２０２２年

度）時点で把握している空家等は８０件となっており、空家等の件数は継続して減少傾向

にあります。 

図表 22︓本市の空家等件数の推移（単位︓件） 

年度 総件数 管理良好空家等 管理不全空家等 

平成２８（２０１６）年度 ２６３ ２１６ ４７ 

平成２９（２０１７）年度 ２３４ １７０ ６４ 

平成３０（２０１８）年度 ２２３ １５１ ７２ 

令和元（２０１９）年度 １８５ １０７ ７８ 

令和２（２０２０）年度 １５５ ９８ ５７ 

令和３（２０２１）年度 １２５ ７９ ４６ 

令和４（２０２２）年度 ８０ ５６ ２４ 
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第５節 空家等対策に関する主な課題 

課題１ 所有者等の⾼齢化の進⾏に伴う空家等の増加 

（１）所有者等の⾼齢化の進⾏に伴う影響 
本市は、今後高齢者の増加が見込まれるため、高齢化の進行に伴う所有者等の長期入

院又は施設入所や、将来的な人口減少に伴う空家等の増加が懸念されます。 

また、所有者等の高齢化が進むと、所有者等の体力的な衰え等もあり、管理水準が低

下する可能性も考えられます。このことから、持ち家の所有者等に対する、空家等の発

生を未然に防ぐ取組を検討する必要があります。 

 

（２）相続を原因とした空家等の発⽣ 
相続等を理由に所有した建物を利活用していない場合など、相続を契機として空家

等が発生する状況が見られます。そのため、これらの空家等の発生を未然に防ぐ取組を

検討する必要があります。 

課題２ 管理良好な空家等の利活⽤ 

（１）空家等の利活⽤の可能性 
本市の空家等の中には、軽微な修繕や敷地内のゴミの処分、繁茂した雑草や庭木を剪

定し、管理することにより、利活用が可能な状態のものや、建物の状態は良好であるに

もかかわらず、所有者等が相談先や利活用する方法がわからないために、空家がそのま

ま放置されているような状態になっているケースもあります。 

また、本市に存在する空家等は一戸建て住宅が多数を占めており、状態の良い一戸建

て住宅は、子育て世帯の住み替えニーズを満たす可能性があります。しかし、一方では

住宅の傷みがひどいもの、耐震性に問題があるもの、設備が古く築年数が相当経過した

空家等は、利活用の方法を見出しづらいものがあります。これらの空家等について、若

い子育て世帯をはじめとした本市への定住を望む方々の住まい等として活用を促進す

るためには、市場への流通を活発化させるなど利活用の活性化を図る必要があります。 

 

（２）維持管理や利活⽤に関する情報・知識不⾜ 
空家等を所有しても相談できる人がおらず、具体的な維持管理や利活用の方法につ

いて、情報や知識が不足している所有者等もいます。 

このような所有者等に対して、相談窓口等を通じて具体的な方法等について情報提

供を行い、所有者等による維持管理や利活用を促す取組を検討する必要があります。 
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課題３ 管理不全な空家等への対策 

（１）所有者等のリスク認識 
適正管理が実施されていない空家等は、安全性、景観、環境など地域の住環境への影

響が懸念されるため、所有者等に対し適正管理を促すことが求められます。 

空家等の所有者等中には、空家等の管理状況が原因で他人に損害を与えた場合、民法

上の損害賠償責任を問われる等、空家等を放置することで生じるリスクを認識できて

いない場合もあります。 

このような所有者等に対しては、空家等を放置することによって生じるリスクや所

有者等の責任に関する啓発、注意喚起等を行う取組を検討する必要があります。 

 

（２）維持管理や利活⽤に関する情報・知識不⾜（再掲） 
空家等を所有しても相談できる人がおらず、具体的な維持管理や利活用の方法につ

いて、情報や知識が不足している所有者等もいます。 

このような所有者等に対して、相談窓口等を通じて具体的な方法等について情報提

供を行い、所有者等による維持管理や利活用を促す取組を検討する必要があります。 

 

（３）空家等の所有者等の権利関係の複雑化 
空家等の中には、相続が繰り返され意思決定が困難になるほど所有者等が多数存在

し、かつ、各所有者等が遠方に居住している場合や、建物と土地の所有者それぞれが違

う等の事情により、売却等の処分、家屋や敷地の管理が適正に行われていない場合があ

ります。このような空家等の問題を解決するには、高度な法的専門知識が求められるた

め、所有者等がより円滑に専門家からの助言を得ることができる体制の構築を検討す

る必要があります。 

 

（４）特定空家等に関する措置の検討 
空家法の施行により、特定空家等に対する措置が取れるようになりました。本市内に

おいては、所有者等に対する助言等を通じて改善・解決に至っているケースも多くあり

ますが、なかなか改善されない空家等については、特定空家等として認定し、空家法に

基づく特定空家への措置の実施を検討することが必要な場合もあります。ただし、空家

等に関する問題は、原則として相隣関係として民事上の手続きで解決を図ることが本

来であるものもある上、空家法に基づく措置は所有者等に対する私権の侵害にもなり

かねないことから、措置の実施にあたっては、事案ごとの個別の状況や公益性等に鑑み

て、有識者の意見を聞きながら慎重に判断していくことが求められます。 
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第３章 空家等対策に関する施策の⽅向性 
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第１節 空家等対策に関する施策の⽅向性 

本計画は、本市における空家等の現状と課題を踏まえ、空家法第６条第１項に基づき、

基本指針に則して、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するために策定する

ものです。本市では、空家等の適正管理と利活用に関する問題の解決に向けて、以下の方

向性の施策を展開します。 

なお、本節は、基本指針一の５の「①その他の空家等に関する対策に関する基本的な方

針」に該当します。 

 

 

 

 

高齢な所有者等への情報提供や啓発活動を通じ、空家等の利活用の方法を理解して

いただくとともに、相続等をはじめとした所有者等の事情による空家等の発生につい

ても、適切な情報提供や相談窓口等の案内を行い、管理不全な空家等の発生を未然に予

防し、住環境の保全に努めます。 

 

 

 
空家等の中には、住まいとして有効活用が可能な物件もあることから、中古住宅とし

ての市場流通促進を図るための支援を行うことで、空家等の管理不全化を抑制します。

また、空家等の利活用に係る具体的な方法等について、適切な情報提供等を行います。 

 

 

 
所有者等が空家等を適正に管理する責務を持つことを自覚させるとともに、所有者

等の責任ある解決行動を支援すること等により、地域の住環境に悪影響（建物の管理不

全、雑草・庭木の繁茂など）を及ぼしかねない空家等の問題を解決に導きます。 

 

 

 

 

 

 

施策１︓空家等の発⽣の未然予防 

施策３︓空家等の適正管理の促進 

施策２︓ 空家等の利活⽤の促進 
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第２節 計画期間 

計画期間については、令和５年度（２０２３年度）から令和１４年度（２０３２年度）

までの１０年間とします。 

また、本計画については、国や埼玉県の空家等政策の動向、社会・経済情勢の変化等を

踏まえ、必要に応じて適宜見直しを行うものとします。 

なお、本節は、基本指針一の５の「②計画期間」に該当します。 

 

第３節 対象地区 

本計画の対象地区は戸田市内全域とします。 

なお、本節は、基本指針一の５の「①空家等に関する対策の対象とする地区」に該当し

ます。 

 

第４節 対象とする空家等の種類 

本計画で対象とする空家等の種類は、空家法第２条で規定している「空家等（特定空家

等を含む）」及び今後に空家等となるおそれのあるものとします。 

なお、本節は、基本指針一の５の「①対象とする空家等の種類」に該当します。 
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第４章 空家等対策に関する具体的な施策 
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第１節 施策１ 空家等の発⽣の未然予防 

本市においては、空家等の件数は減少傾向にあるものの、将来的な人口減少や高齢化の

進行により、空家等が増加していくことが懸念されます。空家等の増加を抑制するために

は、現に存在する空家等に対策を講じることと並行して、新たな管理不全空家等の発生を

未然に防ぐ取組が必要になります。本市では、空家等の発生の予防について、以下の取組

を行います。 

なお、本節は、基本指針一の５の「⑨その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事

項」に該当します。 

 

（１）専⾨家団体との連携による相談対応やセミナー・相談会の開催 
本市では、空家等対策に関する相談体制として、平成３１年度（２０１９年度）に各

専門家団体６団体（不動産、法律、建築、金融、管理・改修等）と協定を締結し、空家

等に関する様々な問題解決に向けた相談業務を行えるような体制を構築しました。協

定を締結した各専門家団体と連携し、セミナーや相談会等を開催することにより、空家

等を未然に防ぐための適切な情報提供に努めます。 

 

（２）啓発パンフレットの活⽤ 
本市では、空家等に関する啓発パンフレットとして、平成３１年度（２０１９年度）

に「戸田市空き家ガイド」を作成しました。また、埼玉県空き家対策連絡会議では、空

家等の適正管理に関する啓発パンフレットを作成し、市町村に配布しています。 

これらの啓発パンフレットについて、民生委員による高齢者世帯への配布を依頼す

るとともに、民間商業施設等への配架を依頼し、庁内関係部署、専門家団体等と連携し、

セミナー等の様々な機会を通じて、市民への周知を図ります。 

さらに、空家等の所有者等に対しては、啓発パンフレットを直接送付することにより、

空家等の利活用と適正管理に関する意識を醸成します。 

 

（３）市の広報紙やホームページ等の活⽤ 
空家等の適正管理についての注意喚起や空家等に関する各種支援等をはじめとして、

「広報戸田市」や市ホームページを活用し、市民に対して広く情報を発信していきます。 

 

（４）良質な住宅ストックの形成 
住宅としての性能が不十分であると、長期にわたり住み続けることは困難であり、こ

れは空家等を発生させる要因の一つといえます。 
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このため、新築・既存住宅を含め良質なストック形成を推進していくことが、空家等

発生の抑制につながると考えられます。新築住宅については、長期にわたり良好な状態

で使用するための措置が講じられた住宅（長期優良住宅）の普及・促進を図るとともに、

既存住宅については旧耐震基準で建てられた木造建築物の耐震化促進に努めます。 

 

（５）空き家の発⽣を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の 3,000 万円特別
控除） 
国は、平成２８年度（２０１６年度）の税制改正において、昭和５６年５月３１日以

前に建築された家屋を対象として、相続日から起算して３年を経過する日の属する年

の１２月３１日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、 

当該家屋（耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。）

又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から３,０００

万円を特別控除する特例措置を創設しました。 

本制度は、空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空

き家の発生の最大要因である「相続」に由来する古い空き家（除却後の敷地を含む。）

の有効活用を促進することにより、空き家の発生を抑制するために創設されました。 

こうした制度があることについても、広く周知を行い、空家等の発生予防に努めます。 

 

（６）マイホーム借上げ制度の活⽤ 
一般社団法人移住・住み替え支援機構が実施する「マイホーム借上げ制度」は、老後

の生活には広すぎたり、住み替えにより利用されなくなったりした家を長期間借り上

げ、子育て世帯等に転貸するもので、空室発生時も一定の賃料収入が保証される制度で

す。本制度の活用を促進することにより、空家等の発生予防に加え、転貸を通じた子育

て世帯の住み替え支援と良質なストックの循環を図ります。 

 

（７）収集したデータの活⽤・定期調査 
本市は、空家等実態調査（平成２８年（２０１６年）度実施）やその後の継続調査に

よるデータを基に、所有者等に対する支援に活用していきます。また、職員による定期

的な巡回や、近隣住民による情報提供、地元町会や民生委員等との連携による情報収集

を行いながら、水道の閉栓情報を活用するなど、空家等の実態把握に努めます。 
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第２節 施策２ 空家等の利活⽤の促進 

管理良好な空家等の中には、住まいとして利活用が可能な価値のある物件があること

から、中古住宅としての市場流通の促進を図ることで、地域の活性化やまち全体の魅力向

上につなげます。また、基本目標２に掲げる空家等の利活用を促進するに当たり、基本目

標１における一部の対応施策が有効であることから、それらの施策について、本節におい

ても再掲します。 

なお、本節は、基本指針一の５の「⑤空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促

進に関する事項」及び「⑨その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項」に該当し

ます。 

 

（１）空き家バンク制度等による流通の促進 
本市では、空き家の有効活用を図るための制度を設けています。今後もこれらの制度

の周知を広く行います。 

① ⼾⽥市空き家バンク 

本市では、平成３１年度（２０１９年度）から、市内の空き家に関する情報を市ホー

ムページ等で公開し、空き家を「売りたい」所有者の方と、空き家を「買いたい」購入

希望者の方とのマッチングを行うために、「戸田市空き家バンク」制度を開始しました。 

② ⼾⽥市空き家への住み替え補助⾦ 

本市では、平成３１年度（２０１９年度）から、「戸田市空き家への住み替え補助金」

制度を開始しました。本制度は、「戸田市空き家バンク」に登録された空き家の売買契

約が成立したときに、空き家の所有者が宅地建物取引業者に支払う仲介手数料や、居住

目的で空き家を購入された方が行う改修工事や除却工事に関する費用を補助する制度

であり、子育て世帯や三世代同居・近居などの場合には、補助金の加算があります。 

 

（２）専⾨家団体との連携による相談対応やセミナー・相談会の開催（再掲） 
本市では、空家等対策に関する相談体制として、平成３１年度（２０１９年度）に各

専門家団体６団体（不動産、法律、建築、金融、管理・改修等）と協定を締結し、空家

等に関する様々な問題解決に向けた相談業務を行えるような体制を構築しました。協

定を締結した各専門家団体と連携し、セミナーや相談会等を開催することにより、空家

等を未然に防ぐための適切な情報提供に努めます。 
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（３）啓発パンフレットの活⽤（再掲） 
本市では、空家等に関する啓発パンフレットとして、平成３１年度（２０１９年度）

に「戸田市空き家ガイド」を作成しました。また、埼玉県空き家対策連絡会議では、空

家等の適正管理に関する啓発パンフレットを作成し、市町村に配布しています。 

これらの啓発パンフレットについて、民生委員による高齢者世帯への配布を依頼す

るとともに、民間商業施設等への配架を依頼し、庁内関係部署、専門家団体等と連携し、

セミナー等の様々な機会を通じて、市民への周知を図ります。 

さらに、空家等の所有者等に対しては、啓発パンフレットを直接送付することにより、

空家等の利活用と適正管理に関する意識を醸成します。 

 

（４）宅建協会との協⼒による利活⽤の促進 
   市内の物件は、住宅市場における需要が高く、今後も当面はこの傾向が続くものと見

込まれるため、協定を締結している公益財団法人埼玉県宅地建物取引業協会南彩支部

との協力や市場原理に基づく流通等により、空家等の利活用を促します。 

 

（５）市の広報紙やホームページ等の活⽤（再掲） 
空家等の適正管理についての注意喚起や空家等に関する各種支援等をはじめとして、

「広報戸田市」や市ホームページを活用し、市民に対して広く情報を発信していきます。 

 

（６）マイホーム借上げ制度の活⽤（再掲） 
   一般社団法人移住・住み替え支援機構が実施する「マイホーム借上げ制度」は、老後

の生活には広すぎたり、住み替えにより利用されなくなったりした家を長期間借り上

げ、子育て世帯等に転貸するもので、空室発生時も一定の賃料収入が保証される制度で

す。本制度の活用を促進することにより、空家等の発生予防に加え、転貸を通じた子育

て世帯の住み替え支援と良質なストックの循環を図ります。 

 

（７）収集したデータの活⽤・定期調査（再掲） 
本市は、空家等実態調査（平成２８年（２０１６年）度実施）やその後の継続調査に

よるデータを基に、所有者等に対する支援に活用していきます。また、職員による定期

的な巡回や、近隣住民による情報提供、地元町会や民生委員等との連携による情報収集

を行いながら、水道の閉栓情報を活用するなど、空家等の実態把握に努めます。 
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第３節 施策３ 空家等の適正管理の促進 

管理が行き届いていない空家等を放置すると、安全性、景観、環境などの面から様々な

問題を生じさせ、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります。 

空家法第３条では、「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさ

ないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定されており、空家等の管理

責任は第一義的には所有者等に帰属します。したがって、空家等の管理状況が原因で他人

に損害を与えた場合、所有者等は民法上の損害賠償責任を問われることがあるなど、空家

等を放置することのリスクの周知をはじめ、空家等の適正管理に関する意識の向上を図

る必要があります。 

また、空家等の中には、住まいとして利活用が可能な価値のある物件もあることから、

市場流通の促進を図ることで、地域の活性化やまち全体の魅力向上につなげます。そして、

空家等の適正管理の促進を図り、市場への流通を活発化させるためには、空家等の利活用

を促進させることが必要であるため、基本目標２で掲げている一部の対応施策について、

本節においても再掲し、実施することとします。 

なお、本節は、基本指針一の５の「④所有者等による空家等の適切な管理の促進に関す

る事項」及び「⑥特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項」に

該当します。 

 

（１）所有者等への指導による解決⾏動の促進 
空家等を適切に管理する責任は、所有者等（所有者又は管理者）にあり、越境する樹

木の問題等、空家等に起因する相隣関係の問題は、民法上の手続により当事者間で解決

を図るものです。市では、文書指導を行う等し、今後も所有者等の責任ある解決行動を

促進していきます。 

また、令和３年度（２０２１年度）の民事基本法制の見直しにおいて、民法の相隣関

係に関する規定が改正されたことについては、市民の方々に対し、市ホームページ等を

活用して広く周知を図っていきます。 

 

（２）所有者等への指導⽅法の⼯夫・解決⾏動の⽀援 
空家等の所有者等の中には、適切に管理する意思があっても、遠方に居住していたり、

相続に関する問題を抱えていたりすること等により、空家等から足が遠のき、空家等の

現況を適切に把握できていない場合があります。さらに、ライフスタイルの変化により、

従来のような文書指導だけでは所有者等の解決行動につながらない場合もあります。 
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このため、空家等の所有者等への指導に当たっては、空家等の現地写真を送付して状

況を伝えていくほか、送付文書の内容の工夫、啓発パンフレットの充実化、個別訪問に

より、所有者等からのヒアリングの機会を創出していきます。 

また、所有者等からヒアリングができた場合には、所有者等が抱えている問題や現状

に合わせて助言を行い、必要に応じて適切な相談窓口を紹介するなど、個別のケースに

合わせた柔軟な対応をとることにより、解決行動を支援していきます。 

 

（３）専⾨家団体との連携による相談対応 
本市では、空家等対策に関する相談体制として、平成３１年度（２０１９年度）に各

専門家団体６団体（不動産、法律、建築、金融、管理・改修等）と協定を締結し、空家

等に関する様々な問題解決に向けた相談業務を行えるような体制を構築しました。こ

の相談体制を活用し、空家等の所有者等からの相談に対して、各分野の適切な相談窓口

につなげることにより、空家等の適正管理や活用を図ります。 

また、空家等の中には、相続が繰り返され意思決定が困難になるほど所有者等が多数

存在し、各相続人が遠方に居住している場合や、借地権等により建物と土地の権利者が

違う等の事情により、売却等の処分や管理が円滑に行われていない場合があります。こ

のような空家等の問題を解消するには、高度な法的専門知識が求められるため、所有者

等がより円滑に専門家からの助言を得られるよう、専門家団体と協力していきます。 

 

（４）空家等の管理代⾏サービスの活⽤ 
所有者等が空家等の解体や賃貸住宅等への転用を希望しない場合においては、管理

不全な空家等とならないよう、適正管理を行うように誘導することが必要です。所有者

等が遠方に居住している場合など、所有者等に代わって空家等の管理を実施する民間

事業者等も増えており、管理方法の一つとして注目されています。本市では、協定を締

結している公益社団法人戸田市シルバー人材センターによる、植木の剪定や空家等の

見回り等の業務を所有者等へ紹介しています。さらに、今後も関係業界と連携を図りな

がら、空家等の管理代行サービスの周知・普及の促進に努めていきます。 

 

（５）空き家バンク等による流通の促進（再掲） 
本市では、空家等の有効活用を図るための制度を設けています。今後もこれらの制度

の周知を広く行います。 

① ⼾⽥市空き家バンク 

本市では、平成３１年度（２０１９年度）から、市内の空き家に関する情報を市ホー

ムページ等で公開し、空き家を「売りたい」所有者の方と、空き家を「買いたい」購入

希望者の方とのマッチングを行うために、「戸田市空き家バンク」制度を開始しました。 
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② ⼾⽥市空き家への住み替え補助⾦ 

本市では、平成３１年度（２０１９年度）から、「戸田市空き家への住み替え補助金」

制度を開始しました。本制度は、「戸田市空き家バンク」に登録された空き家の売買契

約が成立したときに、空き家の所有者が宅地建物取引業者に支払う仲介手数料や、居住

目的で空き家を購入された方が行う改修工事や除却工事に関する費用を補助する制度

であり、子育て世帯や三世代同居・近居などの場合には、補助金の加算があります。 

 

（６）宅建協会との協⼒による利活⽤の促進 
   市内の物件は、住宅市場における需要が高く、今後も当面はこの傾向が続くものと見

込まれるため、協定を締結している公益財団法人埼玉県宅地建物取引業協会南彩支部

との協力や市場原理に基づく流通等により、空家等の利活用を促します。 

 

（７）啓発パンフレットの活⽤（再掲） 
本市では、空家等に関する啓発パンフレットとして、平成３１年度（２０１９年度）

に「戸田市空き家ガイド」を作成しました。また、埼玉県空き家対策連絡会議では、空

家等の適正管理に関する啓発パンフレットを作成し、市町村に配布しています。 

これらの啓発パンフレットについて、民生委員による高齢者世帯への配布を依頼す

るとともに、民間商業施設等への配架を依頼し、庁内関係部署、専門家団体等と連携し、

セミナー等の様々な機会を通じて、市民への周知を図ります。 

さらに、空家等の所有者等に対しては、啓発パンフレットを直接送付することにより、

空家等の利活用と適正管理に関する意識を醸成します。 

 

（８）市の広報紙やホームページ等の活⽤（再掲） 
空家等の適正管理についての注意喚起や空家等に関する各種支援等をはじめとして、

「広報戸田市」や市ホームページを活用し、市民に対して広く情報を発信していきます。 

 

（９）マイホーム借上げ制度の活⽤（再掲） 
   一般社団法人移住・住み替え支援機構が実施する「マイホーム借上げ制度」は、老後

の生活には広すぎたり、住み替えにより利用されなくなったりした家を長期間借り上

げ、子育て世帯等に転貸するもので、空室発生時も一定の賃料収入が保証される制度で

す。本制度の活用を促進することにより、空家等の発生予防に加え、転貸を通じた子育

て世帯の住み替え支援と良質なストックの循環を図ります。 



  -35- 
 

（１０）収集したデータの活⽤（再掲） 
本市は、空家等実態調査（平成２８年（２０１６年）度実施）やその後の継続調査に

よるデータを基に、所有者等に対する支援に活用していきます。また、職員による定期

的な巡回や、近隣住民による情報提供、地元町会や民生委員等との連携による情報収集

を行いながら、対象者の実態把握に努めます。 

 

（１１）空家の除却等を促進するための⼟地に係る固定資産税等に関する所要の措置 
国は、平成２７年（２０１５年）５月に、空家法の規定に基づき、市町村長が特定空

家等の所有者等に対して必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等に

係る敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外することとしました。 

適切な管理が行われていない空家等が放置されることへの対策として、固定資産税

等の特例措置を解除すべきとの指摘があること等を踏まえ、こうした状況に陥らない

ためにも、空家等を適正に管理する意識の向上を図ります。 

なお、固定資産税の住宅用地特例の内容は以下のとおりです。 

 

図表 23︓固定資産税の住宅⽤地特例 

 
小規模住宅用地 

(200 ㎡以下の部分) 
一般住宅用地 

(200 ㎡を超える部分) 

固定資産税の 
課税標準 

1/6 に減額 1/3 に減額 

※一般住宅用地については、家屋の床面積の 10 倍までを対象としている。 

 

（１２）相続財産管理⼈制度の活⽤ 

① 相続財産管理⼈制度（相続⼈の存否が明らかでない場合） 

相続財産管理人は、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄した場合に、相続財

産を管理する者をいい、相続財産管理人は家庭裁判所により選任され、家庭裁判所の監

督のもとでその相続財産の管理、精算等を行います。 

相続を契機として空家等となる状況が多くみられます。その中でも、相続人の存否が

明らかでない空家等に対しては、本制度の活用による管理や処分の実施が考えられま

す。 

② 不在者財産管理⼈制度（建物所有者を確知できない場合） 

不在者財産管理人は、財産の所有者等が行方不明の場合にその財産を管理する者を

いい、家庭裁判所によって選任され、家庭裁判所の監督のもとで不在者の財産の管理・

精算等を行います。 
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また、長期間放置された空家等については所有者等が不明となっていることが多く、

しかもその所有者の所在の調査は非常に困難です。この状態を放置すると、空家等の朽

廃等による周辺生活環境への悪影響から近隣住民に不利益が及ぶ可能性があります。

そのような場合には、本制度を活用した空家等の管理や処分の実施が考えられます。 

 

（1３）特定空家等の指定及びそれに対する所有者等への措置等 
適正に管理されずに地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等については、

速やかな改善が求められるため、行政としても早期に助言等を行うことが必要です。し

たがって、適正に管理されていない空家等の所有者等に対しては、まず当該空家等の現

状を伝えるとともに、所有者等の事情を聴取したうえで当該空家等の状態の改善を求

めます。そのうえで改善がみられない場合、特定空家等の判定基準に照らし、特定空家

等であると判定した空家等については、措置の実施を検討します。 

また、特定空家等に該当しない場合でも、近隣に悪影響を及ぼす場合、本市は空家等

の所有者等に対し、修繕、除却、雑草や庭木の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図

るために必要な措置を講ずるよう助言等を行い、早期解決に努めます。 

なお、適正管理が行われていない空家等のうち相隣関係に関するものについては、民

法の規定により当事者同士で解決を図る必要があります。さらに、空家法に限らず、空

家等対策に関連する法令・例規等（建築基準法、道路法、消防法等）により各法令等の

目的に沿って必要な措置が講じられる場合もあります。各法令により、目的や講ずるこ

とができる措置の対象及び内容、実施主体等が異なることから、措置の対象となる空家

等について、その物的状態や悪影響の程度、公益性等を総合的に判断し、措置を選択し

ていきます。 

本節は、基本指針一の５の「⑥特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対

処に関する事項」に該当します。 

 

【空家法による措置の実施】 

① 特定空家等の判定基準 

特定空家等に該当するか否かについては、国の示した「「特定空家等に対する措置」

に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」等を参考に、埼玉県が

定める「特定空家等判定方法マニュアル」に基づき判定します。 

 

② ⽴⼊調査の実施 

本市による所有者等に対する助言又は指導、勧告、命令のために必要と認められる範

囲において、職員等は立入調査を実施し、敷地及び建築物の状況を把握します。 
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③ 庁内関係部署との連携、⼾⽥市空家等対策審査会での判定 

立入調査等の結果を踏まえ、特定空家等と認定し、所有者等に対する助言・指導、勧

告、命令、行政代執行又は略式代執行の措置を決定するにあたり、庁内関係部署や戸田

市空家等対策審査会において意見を求めることとします。 

 

図表 24︓⼾⽥市空家等対策審査会 

名称：戸田市空家等対策審査会 

趣  旨 
空家法の適正かつ円滑な運用を図るため、市長の諮問に応じて答申する附属機関

として設置する。 

所掌事務 

１．市内に存する空家等が特定空家等に該当するか審査すること。 

２．空家法の規定により市長がしようとする助言、指導又は勧告、命令につい 

  て意見を述べること。 

３．空家法の規定により市長が自らしようとし、又は第三者をしてさせようと 

  する代執行について意見を述べること。 

４．空家法の規定により市長が自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した 

  者に行わせようとする略式代執行について意見を述べること。 

５．その他空家法の適正かつ円滑な運用を図るため、市長が必要と認める事項 

組  織 審査会は委員５人以内をもって組織する。 

任  期 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

会  長 審査会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。 

出典︓⼾⽥市空家等対策審査会条例 

 

④ 特定空家等の所有者等への助⾔・指導 

除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をと

るよう所有者等に対し助言・指導を行います。 

 

⑤ 特定空家等の所有者等への勧告 

助言又は指導にもかかわらず、所有者等による改善がみられない場合、相当の猶予期

限を定めて助言・指導の内容を講ずるよう勧告を行います。 

勧告を行う場合は、固定資産税等の住宅用地の特例が適用されなくなることから、税

担当部署と十分な調整を行うとともに、所有者等にもその旨を通知します。 
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⑥ 特定空家等の所有者等への命令 

勧告を受けた所有者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合

に、本市が特に必要と認めた場合には、所有者等に対し、相当の猶予期限を定めて勧告

の措置を講ずるよう命令します。 

 

⑦ 特定空家等の所有者等が⾏うべき措置に係る⾏政代執⾏ 

命令した措置が履行されない（履行しても十分でない）場合かつ、公益性等の要件を

満たした場合には、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の規定に基づき、所有者

等に代わり、本市自ら所有者等が行うべき行為を実施し、又は本市が委任した第三者が

実施します。 

 

⑧ 特定空家等の所有者等が⾏うべき措置に係る略式代執⾏ 

勧告に係る措置を命令する場合において、過失なくその措置の命令を受けるべき者

を確知できない場合（過失なく助言もしくは指導又は勧告を受けるべき者を確知する

ことができないために、命令することができないときを含む。）かつ、公益性等の要件

を満たした場合には、その者の負担において、本市自らその者が行うべき行為を実施し、

又は本市が委任した第三者が実施します。 
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第４節 空家等対策の実施体制 

（１）相談受付体制 
本市では、空家等に関する様々な相談を一元的に受け付ける総合相談窓口を建築住宅

課に設置しています。また、所有者等への啓発や中古住宅としての流通・利用促進、管理

不全化の防止や空家等の跡地の有効活用などの諸施策を総合的に推進していくために、

専門家団体と連携した相談窓口を設置しています。 

なお、本節は、基本指針一の５の「⑦住民等からの空家等に関する相談への対応に関す

る事項」及び「⑧空家等に関する対策の実施体制に関する事項」に該当します。 

 

図表 25︓相談受付体制（イメージ） 
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（２）庁内連携体制 
本市では、空家等対策を効果的かつ効率的に推進するために、庁内関係部署との連携

体制を構築しています。各課で対応した内容については経過等を記録し、情報を共有し

ます。また、空家法第１０条第１項から第３項までの規定又は国の基本方針等に基づき、

庁内関係部署に対して、空家等の所有者等に関する情報の提供を求めていきます。 

 

図表 26︓庁内連携体制（イメージ）  



  -41- 
 

第５節 その他空家等対策の実施に関し必要な事項 

国で検討を進めている空家等対策推進のための新規制度等について、本市はその動向

を見ながら対応方針を精査していきます。 

なお、本節は、基本指針一の５の「⑨その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事

項」に該当します。 

 

（１）所有者不明⼟地等に対する対応 
都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有

意識が希薄化・土地を利用したいというニーズが低下しており、相続に伴う登記手続が

一代又は数代にわたりされていない土地等、登記簿等の所有者台帳により所有者が直

ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地（所有者の所在の把握が

難しい土地）が存在します。将来にこのような土地が増加すると、公共事業のみならず、

民間を含めた様々な事業の推進において土地の円滑な利活用に支障が生じるだけでな

く、その所有者の探索に要する人的、経済的、時間的負担は非常に大きなものとなりま

す。そこで国は、所有者不明土地の発生予防と、既に発生している所有者不明土地の利

用の円滑化を図るために、不動産登記制度の見直し、相続土地国庫帰属制度の創設、民

法の規律の見直しなど、総合的な民事基本法制の改正を行いました。 

 

（２）⾒直された相続登記制度の活⽤ 
相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加しており、これが所有者不明土

地問題となるほか、空家等に関する問題の一因ともなっていると指摘されています。そ

こで国は、民事基本法制の改正の一環として、相続登記制度の見直しを行い、相続登記

の義務化や住所変更登記の義務化に加え、登記の手続面での負担を軽減する方策を定

めました。本制度により、相続人による相続登記が促進され、所有者の探索の円滑化が

図られます。 

 

（３）埼⽟県空き家対策連絡会議 
埼玉県は、管理が不全な空き家の解消や流通可能な空き家の活用促進など、空き家対

策の主体となる市町村を県と関係団体（宅建業協会、建築士会、弁護士会等の各団体）

が一丸となって支援するため、平成２６年（２０１４年）１２月から埼玉県空き家対策

連絡会議を開催するとともに、市町村が空き家対策に取り組むための各種マニュアル

を作成しています。 
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空家等対策の推進に関する特別措置法 

平成２６年１１月２７日法律第１２７号 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等

の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生

命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて

空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針

の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空

家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項

を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ

て公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物で

あって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地

（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共

団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保

安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状

態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態そ

の他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあ

ると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生

活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基

づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講

ずるよう努めるものとする。 

（基本指針） 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的

に実施するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものと

する。 

資料１ 
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２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事

項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとす

るときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施

するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空

家等対策計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他

の空家等に関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）

の活用の促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指

導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第

九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定

空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施

に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 
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（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行

うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することが

できる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住

民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経

験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定

める。 

（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家

等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する

情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行

うよう努めなければならない。 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の

所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必

要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度にお

いて、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って

調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認め

られる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の

所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通

知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その

身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなけ

ればならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保
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有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、

この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された

利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされて

いるもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされている

もののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にあ

る空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求め

られたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情

報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要がある

ときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の

把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販

売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影

響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第十三

条までにおいて同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正

確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これ

らの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとす

る。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事

業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除

く。）に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよ

う努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、

除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措

置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は

著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築
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物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることが

できる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該

特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた

者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の

生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧

告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、

その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命

ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、そ

の措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並び

に意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じ

ようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を

与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市

町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求

することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、

第三項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による

意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の

規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の

三日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければ

ならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己

に有利な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措

置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又

は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法

（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべ

き行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 



  -46- 
 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がな

くてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなく

て第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知するこ

とができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを

含む。）は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又は

その命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において

は、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置

を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置

を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置

その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければ

ならない。 

１２ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置すること

ができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設

置を拒み、又は妨げてはならない。 

１３ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八

号）第三章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切

な実施を図るために必要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項

は、国土交通省令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関

する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要

する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を

講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策

計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な

税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万

円以下の過料に処する。 
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２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十

万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第

十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

（平成二七年政令第五〇号で、本文に係る部分は、平成二七年二月二六

日から、ただし書に係る部分は、平成二七年五月二六日から施行） 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の

状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加

え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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部名 課名 空家等対策に係る庁内の役割分担 具体例

企画財政部 固定資産税課
・空家等に係る固定資産税情報の提供に関すること
・特定空家等に対する勧告に基づく住宅用地特例に関すること

・空家等の所有者等を特定するための固定資産税情報の提供
・特定空家等に対する住宅用地特例の解除及び再設定

市民課 ・戸籍情報、住民基本台帳情報の取扱いに関すること ・空家等の所有者等を特定するための戸籍情報、住民基本台帳情報の提供

協働推進課 ・町会との協働、協力に関すること ・町会による空家等への見回りパトロールの協力依頼

くらし安心課
・犯罪の防止に関すること
・警察署との連携に関すること

・空家等への不法侵入などの犯罪防止を目的としたパトロール強化などにおける警察署との連携

経済戦略室 ・空き店舗・空き店舗兼住宅の利活用に関すること ・起業・創業者支援などの企業支援事業における空家等の紹介・利活用

環境課
・雑草の繁茂、ごみの散乱等の防止に関すること
・害虫、害獣の影響による公衆衛生悪化の防止に関すること
・あき地の環境保全に関すること

・不法投棄の禁止やごみの散乱防止など空家等の所有者等への指導

健康長寿課 ・施設へ入所している空家等所有者等への適正管理の啓発に関すること ・空家等の所有者等で施設に入所している者及び単身高齢者などへの情報提供

福祉保健センター ・民生委員・児童委員の協力による適正管理の啓発に関すること ・持ち家に居住する単身高齢者などへの民生委員による空家等発生予防に関する情報提供

都市計画課 ・景観に関すること ・景観の観点から空家等への措置や特定空家等の認定などにおける助言・指導

建築住宅課

・空家等対策の総合調整に関すること
・空家等対策計画の策定・変更に関すること
・空家等の発生の未然予防に関すること
・空家等の利活用の促進に関すること
・空家等の適正管理の推進に関すること
・戸田市空家等対策審査会の開催に関すること
・戸田市空き家バンク制度、戸田市空き家への住み替え補助金制度に関すること
・専門家団体等との連携に関すること

・左記のとおり

道路管理課 ・道路への越境に関すること ・道路へ越境している工作物等の管理に関する空家等の所有者等への指導

総務課 ・水道の利用状況に関すること ・空家等の実態調査などにおける水道閉栓データ等の情報提供

河川課 ・河川、水路への越境に関すること ・河川、水路へ越境している工作物等の管理に関する空家等の所有者等への指導

消防本部 予防課 ・火災の予防に関すること
・空家・枯草調査等で判明した空家等の情報提供・共有
・火災予防の観点から空家等の所有者等への指導

水安全部

都市整備部

市民生活部

環境経済部

健康福祉部


